
 

  

６ 監 査 第 ５ １ 号 

令 和 ６ 年 ９ 月 ３ 日 

 

愛知県知事 大 村 秀 章 殿 

 

愛知県監査委員 前  田     貢 

 

同       川  上  明  彦 

 

同        山  内  和  雄 

 

同              いなもと  和  仁 

 

同             島  倉     誠 

     

令和５年度愛知県内部統制評価報告書の審査について 

 

地方自治法第 150 条第５項の規定に基づき審査に付された令和５年度愛知県内部

統制評価報告書に対する意見書を別紙のとおり提出します。 

 

 

 



 

令和５年度愛知県内部統制評価報告書審査意見書 

 

「愛知県監査委員監査基準」に準拠し、地方自治法第 150 条第５項の規定により、

同条第４項に規定する報告書の審査を行ったので、次のとおり意見を付する。 

 

                             令和６年９月３日 

 

愛知県監査委員 前  田     貢 

同      川  上  明  彦 

同        山  内  和  雄 

同              いなもと  和  仁   

同             島  倉     誠 

 

１ 審査の対象 

  「令和５年度愛知県内部統制評価報告書」 

 

２ 審査の着眼点 

  監査委員による令和５年度愛知県内部統制評価報告書の審査は、愛知県知事が作

成した内部統制評価報告書について、愛知県知事による評価が評価手続に沿って適

切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が

適切に行われているかといった観点から検討を行い審査するものである。 

 

３ 審査の実施内容 

令和５年度愛知県内部統制評価報告書について、愛知県知事から報告を受け、「愛

知県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実

施ガイドライン」（平成 31 年３月総務省）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報

告書の審査」に基づき、必要に応じて関係局等に説明を求めた上で、審査を行った。   

また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

 

４ 審査の結果 

令和５年度愛知県内部統制評価報告書について、上記のとおり審査した限りにお

いて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当である。 

 

５ 備考 

評価対象期間において運用上の重大な不備が２件ある。当該運用上の重大な不備

については、福祉局において、委託先業者との間で締結された障害児等療育支援事

業実施委託契約等において、県の誤認により消費税額を計上せずに当該委託契約を

締結していたため、相手方に非課税取引であると誤信させ、修正申告によって納付

することとなった消費税額及び延滞税について、相手方に損害を与えたもの。 

また、警察本部において、瀬戸警察署庁舎建築等設計業務契約を締結する際、プ

ロポーザル方式の点数の集計を誤り、契約者を取り違えて締結したため、誤りが判

明するまでに行った設計業務に要した人件費等について、相手方に損害を与えたも

のである。 


